
復興（震災・原発事故）関連事業          平成２５年度：ＮＰＯ関連予算総括表 
省庁名 厚生労働省 

                                                                

連

番 事業名 
新・継 

区分 
施策・事業概要 

25 年度予算

額 

(百万円) 

24 年度予算

額 

(百万円) 

補助率 
実地主

体 
公募スケジュール 申請方法 照会窓口 

24 年度

NPO への実

績 

備考 

1111    震 災 等 緊 急

雇 用 対 応 事

業 

継続 被災県に造成した基金を活用し、震

災等の影響による失業者の一時的な

雇用機会を創出する。 

－ （23 年度１次

補 正 予 算

（ 50,000 （ 被

災 地 ） ） 、 23

年 度 ３ 次 補

正 予 算

（200,000（全

国））、24 年

度補正予算

（ 50,000 （ 被

災地））の内

数） 

県及び

市町村

か ら 委

託 費 と

し て 支

給 

委 託 主

体：県及

び 市 町

村 

 

委託先：

民 間 企

業 、 Ｎ Ｐ

Ｏ等 

各県及び市町村

よって異なる 

各 県 及 び 市

町 村 に お い

て 策 定 す る

個 々 の 事 業

計画ごとに設

定。 

県 及 び 市

町 村 担 当

課 

－ 資料 1 頁 

 

 

2222    雇 用 復 興 推

進事業（生涯

現役・全員参

加・世代継承

型 雇 用 創 出

事業） 

継続 被災県に造成した基金を活用し、被

災地で安定的な雇用を創出するた

め、高齢者から若者への技能伝承、

女性・障害者等の積極的な活用、地

域に根ざした働き方など雇用面での

モデル性があり、将来的な事業の自

立による雇用創出が期待される事業

を、民間企業・ＮＰＯ等に委託して実

施する。 

－ （23 年度３次

補 正 予 算

（151,000）の

内数）） 

 

県及び

市町村

か ら 委

託 費 と

し て 支

給 

委 託 主

体：県及

び 市 町

村 

 

委託先：

民 間 企

業 、 Ｎ Ｐ

Ｏ等 

各県及び市町村

よって異なる 

各 県 及 び 市

町 村 に お い

て 策 定 す る

個 々 の 事 業

計画ごとに設

定。 

県 及 び 市

町 村 担 当

課 

－ 資料 2 頁 

 

平成 24 年度

末までに開始

した事業につ

いて３年間支

援。 

3333    地域支え合い

体制づくり事

業 

 

継続 東日本大震災の被災地の仮設住宅に

おける高齢者等の安心した日常生活

を支えるため、総合相談、居宅サービ

ス、生活支援サービス、地域交流など

総合的な機能を有する「介護等のサポ

ート拠点」の運営等、被災者の生活支

援を行う。 

2,304 ※ 10/10 岩 手 県

宮 城 県

福島県 

及 び 市

町村 

※ Ｎ Ｐ Ｏ

法 人 等

へ の 委

託可能 

実施主体により異

なる 

実 施 主 体 に

より異なる 

実 施 主 体

における高

齢 者 福 祉

担当課 

－ 資料 3 頁 

 

※23年度1次

補正予算(70

億円)、3 次補

正予算(90 億

円)を活用し、

事業を実施。 

 

24 年度ＮＰＯ

への実績につ

いては、実施

主体によって

実 施 方 法 が

異なるため、

把握は困難。 



4444    社会的包摂・

「 絆 」 再 生 事

業 

（地域コミュニ

ティ復興支援

事業分） 

継続 東日本大震災等の影響により弱体化

した地域のコミュニティを再構築し、地

域で孤立する恐れがある者に対する

生活相談や居場所づくり等の支援を

面的に行う。 

－ (120,00 の内

数) 

10/10 原 則 市

区 町 村

（市町村

による実

施 が 困

難 な 場

合、都道

府 県 又

は 都 道

府 県 知

事 が 適

当と認め

る団体も

含む） 

各自治体によって

異なる 

各 自 治 体 に

よって異なる 

各 自 治 体

担当課 

－ 資料 4 頁 

 

ＮＰＯへの実

績 に つ い て

は、実施主体

によって実施

方法が異なる

ため把握は困

難。 

5555    被 災 生 活 保

護 受 給 者 等

に対する生活

再建サポート

事業 

継続 社会福祉士会等への委託により、被

災生活保護受給者に対する巡回相談

を行い、各種の施策の活用を支援す

る「生活再建サポーター」を配置し、被

災生活保護受給者の早期の生活再

建と、被災自治体や被災者を多く受け

入れている自治体の業務負担の軽減

を図る。 

※ ※ 10/10 都 道 府

県 及 び

市（特別

区 及 び

福 祉 事

務所を設

置する町

村 を 含

む。） 

※ Ｎ Ｐ Ｏ

法 人 等

へ の 委

託可 

各自治体によって

異なる。 

各 自 治 体 に

よ っ て 異 な

る。 

各 自 治 体

担当課 

― 資料 5 頁 

 

※23 年度第 3

次 補 正 予 算

において、各

都 道 府 県 に

造成されてい

る基金に積み

増し、25 年度

まで事業を実

施。 

 

24 年度 NPO

への実績につ

いては、実施

主体が実施し

や す い よ う

に、自治体の

判断にまかせ

ているため、

把握していな

い。 

合計  

(内数事業を除く) 

― ― 2,304 

 (増減額) 

- 

 (増減率％) 

- 

 ― ― ― ― ― ― ― 

 












